
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点的に整備する地域 

1 藤白台、古江台、青山台 

2 津雲台、高野台、佐竹台 

3 春日、千里山竹園  4 江坂町３～５丁目 

5 南吹田 6 岸部北・中・南  

7 千里丘、新芦屋、清水、青葉丘 

 

平成 28年 11月 1日現在 

★は、小規模保育事業所 

☆は、事業所内保育事業所 
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岸部新町 
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来年度からの小規模保育事業所等の公募については、重点的に整備を進める地域の事業者を優先す
るとともに、開設時期を平成３１年（2019年）４月１日までとして公募し、待機児童が多い地域又は
保育施設が少ない地域での確保を積極的に進めていきます。 

資料４ 
平成２８年（2016 年）１１月１５日 
子ども・子育て支援審議会資料 

児童部保育幼稚園室 

小規模保育事業所等を重点的に整備する地域と開設期限 


